
  

■ 緊急相談会実施中！ ※感染防止のため事前予約をお願いします。 

困っている知り合いの方などに声をかけてください。 

『民商』では、持続化給付金、休業協力金など、400 件以上の申請を応援、

入金された給付金等の合計は２億９千万円を突破しました。 
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■飲食店感染防止対策支援について 

感染防止対策物品の購入費等に補助金がでます。            

県では，飲食店が感染防止対策物品の購入等を行う経費

や感染防止に効果的なキャッシュレス決済手段を導入

する経費を助成します。 

感染防止対策物品の購入等 ⇒ 上限 10 万円 

キャッシュレスの導入   ⇒ 上限 20 万円 

詳細は、事務局までお問い合わせ下さい。 

 

 

■ 会費の口座引落しを導入しました！  

新型コロナ感染防止など、より一層の安全、安心のため、多くの会員から

導入希望の声をいただいておりました会費の口座引落し（手数料無料）を

導入いたしました。既に 10 名以上の申込があります。毎月払い、半年払

い、年払いなど希望に応じて引落しが可能です。口座引落しを希望される

方は、事務局までご連絡ください。 

 

■訃報 

民商前顧問 大村健石様が ９月 2 日に逝去されました（享年 77 歳） 

ここに謹んでお悔やみ申しあげお知らせいたします 

 

 

 
民商は、会員のみなさんの会費で運営されています。 

営利を目的とせず、中小業者の働く権利を勝ちとる運動をすすめる、最低限必要な経費を会費に

よってまかなっています。会費の 15 日納入にご協力下さい。 

 

 


